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低入札価格調査根拠資料作成要領 
 

大阪市水道局 

Ⅰ はじめに 

本件は、低入札価格調査制度による調査基準価格（以下「基準価格」という。）を設定しています。 

この基準価格に満たない価格の入札があった場合は落札を保留し、基準価格に満たない入札によって契約

の内容に適合した履行がなされるか否かを調査したうえで、落札者を決定します。 

調査の結果適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合は、最低価格入札者であっても、落

札者となることができない場合があります。 

Ⅱ 調査において最低価格入札者を落札者としない判断基準 

 

（１） 根拠資料に不備又は記入漏れがあり、調査を行うことができない場合 

（２） 事情聴取等の調査に協力しない場合 

（３） 設計図書の仕様等に適合しない場合 

（４） 積算資料の積算根拠が適正でない場合 

（５） 労務単価が地域別最低賃金を下回っていることが判明した場合 

（６） 契約内容に適合した履行がなされないおそれがある場合 

（７） 契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある場合 

 

Ⅲ 作成前の注意事項 

 

（１） 根拠資料は、委託業務名、商号又は名称、主たる営業所（又は支店等）の所在地及び代表者（又は受

任者）の氏名等を記載した上で入札公告及び入札説明書のとおり提出してください。 

（２） 根拠資料を提出しない者が行った基準価格を下回る価格による入札は無効となります。 

（３） 根拠資料（本市指定項目）については全て作成（様式 10については一部再委託を認める業務がある場

合のみ作成）するものとし、該当するものがない根拠資料にも「該当なし」と記載し提出してください。 

（４） 低入札価格根拠資料は、提出期限後の差し替え及び再提出は認めません。ただし、本市から根拠資料

の補足等を求められた場合は、所定の期限までに再提出をして下さい。 

（５） 資材購入等を予定している場合は、「見積書」など相手方が発行した金額が証明できる書類の提出を義務

付けています。見積書（コピー可）が添付されていない場合や一部不備な場合は、落札者となることができ

ない場合があります。また見積書の内容について見積依頼先へ確認することがあります。 

（６） 根拠資料の作成等に要する費用は提出者の負担とします。  

（７） 根拠資料に基づき調査した後、不明な点がある場合には、更にヒアリング等を行うことがあります。 

（８） 根拠資料は、必要箇所に記入、記名、押印のうえ分散しないよう全調書を項目順に並べ、１冊のファ
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イル等に編綴したうえで１部提出してください。 

 

（９） ヒアリングに応じない等、調査に協力しない場合は、落札者となることができません。また、その場合は、

大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置（以下、「停止措置」という。）を行うことがあります。 

（１０） 当該根拠資料は、当該契約の内容に適合した履行の可能性を判断する資料であることから、提出し

た報告書に虚偽の記載をした者は、停止措置を行うことがあります。 

 

 ※一部再委託を認める業務がある場合 

（１）再委託契約の予定に関する資料を作成し提出してください。（様式－８） 

（２）再委託予定業者からの見積書など相手方が発行した金額が証明できる書類を提出してください。 

見積書（コピー可）が添付されていない場合や一部不備な場合は落札者となることができない 

場合があります。 

Ⅳ 低入札価格根拠資料の作成 

１ 低入札価格根拠資料 （裏面：当該価格で入札した理由） 様式－１ 

 

（１） 低入札価格根拠資料の表面は、委託業務名、商号又は名称、主たる営業所（又は支店等）の所在地及

び代表者（又は受任者）の氏名等を記載してください。 

（２） 裏面の当該価格で入札した理由（低価格で業務することが可能となる理由）は別途調査項目の手持業

務の状況、手持資材・機材の状況、再委託業者関係等の面などから箇条書きで記載してください。 

（３） 記載した内容が別途調査項目の具体的な記載内容で証明されていること。 

 

２ 積算資料 作成者独自様式 

 

  次の点に留意し、独自様式で明確にされていない場合は、説明資料を添付してください。なお、積算合 

 計金額は、入札金額と一致しなければなりません。 

（１） 直接人件費 

業務に係る人数、配置状況、労務単価等について明らかにされていること。 

（２） 直接物品費 

入札価格に含んだ材料費について、具体的な品目等をあげて明細を示すこと。 

（３） その他の経費（業務管理費、一般管理費等） 

（４） 全項目について単価、金額等を記入してください。 

（５） 節減理由があれば記入してください。 

（６） 見積価格等の場合は見積書の有無を記入し見積書写しを添付してください。 

 

３ 作業計画書 作成者独自様式 

  

業務の履行にあたり、作業員の標準的な１日の作業計画を次の点に留意し具体的に作成してください。 
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（１） 作業場所ごとに示されていること 

（２） 仕様書に沿った内容であること 

（３） 上記２の積算資料との関連があること 

（４） 作業方法（人数など）が示されていること 

 

４ 契約対象業務関連の手持業務の状況 様式－２ 

 

（１） 手持業務の状況から、費用を節減できる内容があれば、説明資料を添付してください。 

（２） 業務を履行するにあたり、関連、連携する業務を記入し、記入した件名の契約書、仕様書等の写しを

添付してください。 

（３） 委託業務名、業務場所、履行期間及び金額（請負額）は、契約書に記載された内容を記入してくださ

い。 

（４） 業務責任者等の経歴、証書等の写しを添付してください。 

（５） 発注者とは、委託業務の注文者を言います。 

（６） 備考欄には、業務件名ごとに元請・再委託の区分を明記してください。 

（７） 該当項目が無い場合は「該当無し」と記載してください。 

 

５ 手持資材の状況 様式－３ 

 

（１） 経費節減の理由があれば記入してください。 

（２） 当該業務で使用予定の自社で保有している資材のみを記入してください。 

（３） 品名、保有数量及び使用予定数量等は本市仕様書に合わせて記入してください。 

（４） 該当項目が無い場合は「該当無し」と記載してください。 

 

６ 手持機材の状況 様式－４ 

 

（１） 当該業務で実際に使用予定の手持機材の状況（名称、規格・形式、メーカー名）を記入してください。 

（２） 写真等の確認を出来るものを添付してください。 

（３） 該当項目が無い場合は「該当無し」と記載してください。 

 

７ 作業予定者の具体的な採用見通し 様式－５ 

 

（１） 作業予定者の具体的採用見通しを記入してください。 

（２） 単価、員数は、積算資料の計上と連動してください。 

（３） 再委託業者業務の場合は、労務単価が不明の場合は合計額のみ記入してください。 

（４） 該当項目が無い場合は「該当無し」と記載してください 

（３）は、一部再委託を認める業務がある場合の項目 
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８ 過去に受託した業務及び履行状況 様式－６ 

 

（１） 過去５年以内の元請として業務完了した同種又は類似の業務について契約日順に記入してください。

（記入する業務は同種を優先としたうえで、受注実績が多い場合は5件分を記入してください。） 

（２） 該当業務の契約書の写しを添付してください。 

（３） 該当項目が無い場合は「該当無し」と記載してください。 

 

９ 経営状況 様式－７ 

 

（１） 直近2カ年分の財務諸表（決算報告書）の写しを添付してください。 

（２） 会社概要資料（登記事項証明書、会社案内、会社組織表等）を添付してください。 

 

10 信用状況 様式－８ 

 

（１） 賃金不払いの状況、再委託代金の支払い遅延状況について有無のどちらかに○印を記入してくださ

い。 

（２） 有りの場合は、空欄にその内容を具体的に記入してください。 

（３） 該当が無い場合は「該当無し」と記入してください。 

 

９ 誓約書 様式－９ 

  

誓約事項を確認のうえ、所定の様式に委託業務名、商号又は名称、主たる営業所（又は支店等）の所在地

及び代表者（又は受任者）の氏名等を記載してください。 

 

１０ 再委託契約の予定 

（※一部再委託を認める業務がある場合のみ作成） 
様式－10 

 

（１） 当該業務で再委託予定の業務を記入してください。また、予定業者からの見積書を徴収する等、その

価格の根拠を明確にしてください。 

（２） 入札者と再委託業者の関係及びその関係を証明する規約、登録書等があれば添付してください。 

（３） 見積書の内容について見積依頼先へ確認することがあります。 

（４） 再委託契約合計金額は必ず記入してください。 

 

１１ その他  
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（１） 契約後の扱い 

業務の遂行に当たっては、次のとおりの措置を行います。 

① この低入札価格根拠資料及び調査記録をもとに、ヒアリングを行います。この低入札根拠資料の内

容と異なる場合は、その理由等について確認します。 

② 内容確認のため随時点検を実施します。 

（２） 低入札価格根拠資料を作成したのちに、別紙「低入札価格根拠資料記載内容確認書」にて各項目の

記載内容を確認したうえで、「低入札価格根拠資料記載内容確認書」を低入札価格根拠資料に添付

してください。 

 

 


